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                      （別紙１） 

 

株式会社ＡＰＣに対する行政処分の概要 

 

 

１ 事業概要 

株式会社ＡＰＣ（以下「ＡＰＣ」という。）は、消費者宅等に電話をかけ、履物及

び古着等の物品（ただし、後述する本件物品②に該当するものを除く。以下「本件物

品①」という。）の売買契約（以下「本件売買契約①」という。）の締結について勧誘

し、引き続き本件売買契約①の締結について勧誘するために消費者宅を訪問すること

についての承諾を取り付けるなどした上で、消費者宅を訪問し、同所において、本件

売買契約①並びにブランド品、アクセサリー、貴金属類及びこれらに類する物品（以

下「本件物品②」という。）の売買契約（以下「本件売買契約②」という。）の一方又

は双方の締結について勧誘を行い、本件売買契約①及び本件売買契約②の一方又は双

方の申込みを受け、又は当該消費者との間で本件売買契約①及び本件売買契約②の一

方又は双方を締結して本件物品①、本件物品②の一方又は双方の購入を行っているこ

とから、同社が行う本件物品①及び本件物品②の購入は、特定商取引に関する法律（以

下「特定商取引法」という。）第５８条の４に規定する訪問購入（以下「訪問購入」

という。）に該当する。 

 

２ 処分の内容 

（１）業務停止命令 

ＡＰＣは、令和３年３月２４日から同年６月２３日までの間、訪問購入に関する

業務のうち、次の業務を停止すること。 

ア ＡＰＣが行う訪問購入に関する売買契約の締結について勧誘すること。 

イ ＡＰＣが行う訪問購入に関する売買契約の申込みを受けること。 

ウ ＡＰＣが行う訪問購入に関する売買契約を締結すること。 

 

（２）指示 

 ＡＰＣは、特定商取引法第５８条の６第１項の規定により禁止される勧誘の要請

をしていない者に対する勧誘、同条第２項の規定により禁止される勧誘を受ける意

思があることを確認することをしないで行う勧誘、同条第３項の規定により禁止さ

れる契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、同法第５８条の８第２

項に規定する書面の交付義務に違反する行為（記載不備）及び同法第５８条の９に

規定する物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為をしている。かかる

行為は、特定商取引法の規定に違反するものであることから、当該行為の発生原因
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について、調査分析の上検証し、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス

体制を構築し、これらをＡＰＣの役員及び同社の業務に従事する者に、前記（１）

の業務停止命令に係る業務を再開するまでに周知徹底すること。 

 

３ 処分の根拠となる法令の条項 

特定商取引法第５８条の１２第１項及び第５８条の１３第１項 

 

４ 処分の原因となる事実 

  ＡＰＣは、以下のとおり、特定商取引法の規定に違反する行為をしており、訪問購

入に係る取引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると

認定した。 

 

（１）勧誘の要請をしていない者に対する勧誘（特定商取引法第５８条の６第１項） 

ＡＰＣは、遅くとも令和２年５月以降、訪問購入に係る本件売買契約①の締結に

ついて勧誘をする承諾のみ取り付けた上で消費者宅を訪問したにもかかわらず、同

所において、訪問購入に係る本件売買契約②の締結についての勧誘の要請をしてい

ない者に対し、当該売買契約の締結について勧誘をしている。 

 

（２）勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘（特定商取引法

第５８条の６第２項） 

 ＡＰＣは、遅くとも令和２年５月以降、訪問購入をしようとするとき、本件売買

契約①の締結についての勧誘に先立って、その相手方に対し、当該勧誘を受ける意

思があることを確認せずに、当該勧誘を行っている。 

 また、ＡＰＣは、遅くとも令和２年５月以降、訪問購入をしようとするとき、本

件売買契約①の締結について勧誘をする承諾のみ取り付けた上で消費者宅を訪問

したにもかかわらず、同所において本件売買契約②の締結について勧誘していると

ころ、その本件売買契約②の締結についての勧誘に先立って、その相手方に対し、

当該勧誘を受ける意思があることを確認していない。 

 

（３）契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘（特定商取引法第５８条の

６第３項） 

 ＡＰＣは、遅くとも平成３１年１月以降、本件物品①又は本件物品②について、

「なにもない。」、「売りません。」などと訪問購入に係る本件売買契約①又は本件売

買契約②を締結しない旨の意思を表示した消費者に対し、「何かないですか。」、「他

に何かないですか。」、「１個でも譲って下さい。」などと告げて、引き続き本件売買

契約①又は本件売買契約②の締結について勧誘をしている。 
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（４）書面の交付義務に違反する行為（記載不備）（特定商取引法第５８条の８第２項） 

 ＡＰＣは、遅くとも平成３１年１月以降、消費者宅において、訪問購入に係る売

買契約を締結した際に、代金を支払い、かつ、物品の引渡しを受けたとき、その売

買契約の相手方に交付することが義務づけられている契約の内容を明らかにする

書面を交付しているが、当該書面には、特定商取引に関する法律施行規則（昭和５

１年通商産業省令第８９号）第４８条第５号に規定する物品の特徴が記載されてい

ない。 

 

（５）物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為（特定商取引法第５８条の

９） 

 ＡＰＣは、遅くとも令和２年５月以降、訪問購入に係る売買契約（本件売買契約

①及び本件売買契約②の一方又は双方）の相手方から直接物品の引渡しを受けると

き、その売買契約の相手方に対し、特定商取引法第５８条の８第２項に規定する売

買契約の内容を明らかにする書面を受領した日から起算して８日以内（以下「クー

リング・オフ期間」という。）は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げて

いない。 

 

５ 勧誘事例 

【事例１】（勧誘の要請をしていない者に対する勧誘、勧誘を受ける意思があることを確認

することをしないで行う勧誘、契約を締結しない旨の意思を表示した者に対す

る勧誘、物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為） 

令和２年５月上旬、ＡＰＣの電話勧誘員（以下「アポインター」という。）Ｚは、

消費者Ａに電話をかけ、Ａに対し、「あの、出番のなくなったあのー靴とか洋服。」、

「１個２個とかでもお値段聞いてもらえないですかねー」などと告げて、本件売買契

約①の締結について勧誘を行い、Ａは、本件物品①の買取りについてＡＰＣの訪問営

業員（以下「クローザー」という。）がＡ宅を訪問することを承諾した。 

その後、アポインターＹが、同日中にＡに電話をかけ、Ａに対し、「今日用意して

もらえるのは靴ですよね。」などと告げた。それを受けてＡは、靴が２足ある旨を伝

えた。すると、Ｙは、「今ね、男物の腕時計とか、女性だったらアクセサリーもお買

取りやってるんですね。」などとＡに告げたが、Ａは「ないないない」、「宝石ない

の」などと答えた。 

さらに、アポインターＸが、同日中にＡに電話をかけ、Ａに、Ｗという男性スタッ

フが間もなくＡ宅を訪問する旨告げた。 

そして、同日、クローザーＷは、Ａ宅を訪問し、Ａに対し、ＡＰＣの名称とＷの名

前を名乗り、Ａが用意していた本件物品①について値段を付けた。ここまでの時点で、
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Ａが、Ｚ、Ｙ及びＸに対し、本件売買契約②についての勧誘の要請をしたことはなく、

Ｚ、Ｙ及びＸが、Ａに、本件売買契約②に係る勧誘を受ける意思があることを確認し

たことはなかった。しかし、Ｗは、Ａに対し、「他に何かないですか。」、「貴金属

はないですか。」などと告げて、本件売買契約②に係る勧誘を行った。 

Ａは、Ｗに対し、「何もない」などと言い、本件売買契約②を締結しない旨の意思

を表示したが、Ｗは、「何かないですか。見せるだけでいいんです。」、「一つぐら

いはあるでしょう。」、「壊れていてもいいですから。」、「見せるだけでいいです

から。」などと告げて、続けて本件売買契約②の締結について勧誘をした。 

同日、Ａは、ＡＰＣとの間で、本件売買契約①及び本件売買契約②の一方又は双方

を締結した。 

Ａは、その場で本件物品①及び本件物品②の一方又は双方をＷに引き渡したが、そ

の際、Ｗは、Ａに対し、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができ

る旨を告げなかった。 

 

【事例２】（勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘） 

令和２年５月中旬、アポインターＶは、消費者Ｂに電話をかけ、「恐れ入ります。

ＡＰＣのＶと申しまして」、「突然すいません、今ですね、おうちの方で履かなくな

った古い靴の買い取りをしてまして」、「みなさんね、お値段が良かったら、１点か

らお買い取りして回ってるんでね」、「靴とか服とか、みなさん、簡単に出しやすい

ものをもう、ほんとに処分してもいいかなーっていうものを出していただいているん

です。お値段次第でみなさん出していただいているので」などと告げて、Ｂに本件物

品①の買取りについて、勧誘を受ける意思があることを確認せずに本件売買契約①の

締結について勧誘を行った。 

同日、Ｂは、ＡＰＣとの間で、本件売買契約①及び本件売買契約②の一方又は双方

を締結した。 

 

【事例３】（勧誘を受ける意思があることを確認することをしないで行う勧誘） 

令和２年５月中旬、アポインターＵは、消費者Ｃに電話をかけ、「私、ＡＰＣのＵ

と申しまして」、「この度のお電話なんですけれども、今、ご近所を回っておりまし

て、あのご家庭で履かなくなった靴なんですけどね、あのうちが今１足からお値段次

第でお譲りいただいておりまして」、「古い物でよかったんですけど」、「一回、お

値段聞いていただいて、良かったらお買取りさせていただけませんか」などと告げて、

Ｃに本件物品①の買取りについて、勧誘を受ける意思があることを確認せずに本件売

買契約①の締結について勧誘を行った。 

同日、Ｃは、ＡＰＣとの間で、本件売買契約①及び本件売買契約②の一方又は双方

（合計買取金額５,０００円以上）を締結した。 
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【事例４】（契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘） 

令和２年５月中旬、アポインターＴは、消費者Ｄに電話をかけ、「一応以前にねー

〇〇市の方でー洋服類の買い取りでーってご案内させていただいたんですけど、覚え

てくださってますかね？」、「一応紳士もん、婦人物、季節柄も問わないんですけど

ー婦人物の洋服なんかがねー」などと告げて、本件売買契約①の締結について勧誘を

行った。これに対し、Ｄは、「処理してしまったからもういいです。」と言ったが、

Ｔから、「さっきの方なんかも古ーいもんやったらって言ってね」、「スカート２枚

ほど出してもらっててー」、「奥さんもそんなんやったら、まだ残ってるのってある

ことありますかねー？」などと告げられたため、「もう大分整理してしまったわ」、

「ごめんね。」などと言い、さらに、Ｔから「履かんような靴なんかやったら下駄箱

に置きっぱなしやなーっていうものってあります？」などと告げられたため、「もう

いいです。」、「もういいわ。」などと言って、本件売買契約①を締結しない旨の意

思を表示した。 

しかし、Ｔは、「１足くらいやったら奥さんあることありますー？」などと告げて、

更に本件売買契約①の締結について勧誘を行い、これに対しＤが「もうそんなんええ

わ」、「もうそんなうるさく言わないでー」などと言って、繰り返し本件売買契約①

を締結しない意思を表示したが、Ｔは、「奥さん１足だけーご無理言ってんの重々承

知なんですけど」などと告げた。これに対し、Ｄは、「もういいわ。もうそんなもう

ー、そんなもん出したってお金にもならへんやん。」、「もーあんまりしつこー言わ

んといて、しんどいわーもうほんと」などと言って繰り返し本件売買契約①を締結し

ない旨の意思を表示したが、Ｔは、「奥さん１足だけ、ご無理言ってるの分かってる

んですけどー置きっぱなしやったら、もったいないんでー１個だけお願いします。」

などと告げ、本件売買契約①の締結について続けて勧誘を行った。 

同日、Ｄは、ＡＰＣとの間で、本件売買契約①及び本件売買契約②の一方又は双方

を締結した。 

 

【事例５】（契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘） 

平成３１年１月、アポインターＳは、消費者Ｅの勤務先に電話をかけ、電話に出た

Ｅに対し、「不要品ありませんか」、「要らない古着、瀬戸物、何でも結構です」な

どと告げて、本件売買契約①の締結について勧誘を行い、Ｅは、本件物品①の買取り

についてクローザーがＥ宅を訪問することを承諾した。 

そして、同日、クローザーＲは、Ｅ宅を訪問し、Ｅに対し、ＡＰＣの名称とＲの名

前を名乗り、Ｅが用意していた本件物品①について値段を付けた。すると、Ｒは、Ｅ

に対し、「宝石や貴金属はないですか」などと告げて、本件売買契約②に係る勧誘を

行った。 
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これに対し、Ｅは、「売るような物はありません」などと言い、本件売買契約②を

締結しない旨の意思を表示したが、Ｒは、「指輪はしないんですか」、「使っていな

い指輪はないですか」、「指輪を見せてください」などと告げて、続けて本件売買契

約②の締結について勧誘を行った。 

同日、Ｅは、ＡＰＣとの間で、本件売買契約①及び本件売買契約②の一方又は双方

を締結した。 

 

【事例６】（契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、物品の引渡しの拒

絶に関する告知義務に違反する行為） 

令和２年６月中旬、アポインターＱは、消費者Ｆ宅に電話をかけ、Ｆに対し、「今

から買取りにお伺いしたいんですけど」、「何か不要な物はないですか」、「履かな

くなった靴はないですか」などと告げて、本件売買契約①の締結について勧誘を行い、

Ｆは、本件物品①の買取りについてクローザーがＦ宅を訪問することを承諾した。 

そして、同日、クローザーＰは、Ｆ宅を訪問し、Ｆに対し、ＡＰＣの名称とＰの名

前を名乗り、Ｆが用意していた本件物品①を見るやＦに対し、「何か他にないですか」

などと告げ、これに対し、Ｆは、「靴だけということだったでしょ。他にはありませ

ん」などと言った。しかし、Ｐは、「金色の物はないですか。銀色の物はないですか。

持ってきて下さい。」などと告げて、本件売買契約②に係る勧誘を行い、Ｆが「そう

いった物に興味がないので、持っていないんです。」、「ないんです、うちには」な

どと言って本件売買契約②を締結しない旨の意思を表示しても、「何でもいいから、

持ってきて下さい。」、「見せるだけでいいですから。」などと告げて、続けて本件

売買契約②に係る勧誘を行った。 

同日、Ｆは、ＡＰＣとの間で、本件売買契約①及び本件売買契約②の一方又は双方

（合計買取金額１，０００円以下）を締結した。 

Ｆは、その場で本件物品①及び本件物品②の一方又は双方をＰに引き渡したが、そ

の際、Ｐは、Ｆに対し、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができ

る旨を告げなかった。 

 

【事例７】（契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘、物品の引渡しの拒

絶に関する告知義務に違反する行為） 

令和２年６月中旬、アポインターＯは、消費者Ｇ宅に電話をかけ、Ｇに対し、「要

らない靴ありますか。」、「あれば売って下さい。」、「古い物でも大丈夫です。」

などと告げて、本件売買契約①の締結について勧誘を行い、Ｇは、本件物品①の買取

りについてクローザーがＧ宅を訪問することを承諾した。 

そして、同日、アポインターＮは、Ｇ宅に電話をかけ、Ｇに対し、「ちょっと、待

っといて下さい。」、「他にブランドのバッグやアクセサリーで、要らない物があっ
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たら一緒に出しておいて下さい。」などと告げた。 

その後、同日、クローザーＭは、Ｇ宅を訪問し、Ｇに対し、ＡＰＣの名称とＭの名

前を名乗り、Ｇが用意していた本件物品①について写真を撮った後、Ｇに対し、「他

に貴金属はないですか。」などと告げて、本件売買契約②に係る勧誘を行った。 

Ｇは、Ｍに対し、「売るような貴金属はない」などと言い、本件売買契約②を締結

しない旨の意思を表示したが、Ｍは、「見せるだけでいいから」、「他に何かないで

すか、他に何かないですか」、「ダイヤはないですか」などと告げて、続けて本件売

買契約②の締結について勧誘を行った。 

同日、Ｇは、ＡＰＣとの間で、本件売買契約①及び本件売買契約②の一方又は双方

を締結した。 

Ｇは、その場で本件物品①及び本件物品②の一方又は双方をＭに引き渡したが、そ

の際、Ｍは、Ｇに対し、クーリング・オフ期間は当該物品の引渡しを拒むことができ

る旨を告げなかった。 

 

【事例８】（物品の引渡しの拒絶に関する告知義務に違反する行為） 

令和２年６月、アポインターＬは、消費者Ｈ宅に電話をかけ、Ｈに対し、「何か不

要品ないですか」、「履かなくなった靴とかあるでしょう」、「あれば売ってくださ

い」などと告げて、本件売買契約①の締結について勧誘を行い、Ｈは、本件物品①の

買取りについてクローザーがＨ宅を訪問することを承諾した。 

そして、同日、クローザーＫは、Ｈ宅を訪問し、Ｈに対し、ＡＰＣの名称とＫの名

前を名乗り、Ｈが用意していた本件物品①について査定をした後、Ｋは、Ｈに対し、

「貴金属はないですか」などと告げて、本件売買契約②に係る勧誘を行った。 

同日、Ｈは、ＡＰＣとの間で、本件売買契約①及び本件売買契約②の一方又は双方

を締結した。 

Ｈは、その場で本件物品①及び本件物品②の一方又は双方をＫに引き渡したが、そ

の際、Ｋは、Ｈに対し、クーリング・オフ期間に当該物品の引渡しを拒絶した場合に

は当該物品の買取金額の再査定が必要となるなどと告げるのみで、クーリング・オフ

期間は当該物品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。 

 

 

 

 




